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令和８年
経済センサス‐活動調査
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「今を知る、未来の力になる　経済の国勢調査」

経済センサス‐活動調査とは？

調査の概要

特 集

総務省と経済産業省では、令和８年６月１日を期日として、「経済センサス‐活動調査」を実施します。

（１)調査の期日
　　令和８年６月１日現在で行います。

（２)調査の対象
　　我が国における全ての事業所・企業を対象とし　
　　ます。
　　（個人経営の農業・林業・漁業、家事サービス業、
　　  外国公務の事業所は除く。）

（３)主な調査事項
　　①甲調査（民営事業所）
　　≪産業共通の調査事項≫
　　　名称、所在地、従業者数、主な事業の内容、
　　　売上（収入）金額、経営組織、費用等
　　≪産業別の調査事項≫
　　　・製造業：製造品出荷額、原材料・燃料・電　
　　　　力の使用額等
　　　・卸売業、小売業：年間商品販売額、売場面積、
　　　　営業時間、店舗形態等
　　　・サービス関連産業：サービス収入の内訳等
　　②乙調査（公営事業所）
　　　名称、所在地、職員数、主な事業の内容

　経済センサス ‐ 活動調査は、全ての産業分野の事業所・企業の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同
一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動の実態を全国および地域別に明らかにする
ことを目的として実施する重要な統計調査です。

（４)法的根拠、報告義務
　　■　統計法に基づく調査
　　　・経済センサス ‐ 活動調査は、「統計法」（平
　　　　成 19年法律第53号）に基づく基幹統計（経　
　　　　済構造統計）を作成するための調査（基幹
　　　　統計調査）として実施します。　
　　■　調査に答える義務はあるの？
　　　・�本調査は「統計法」という法律に基づき、

回答する義務（報告義務）とこれに反した
ときの罰則が定められています。

　　　・�調査関係者が調査内容を他に漏らすことは
固く禁じられており、ご回答いただいた内
容については「統計法」の規定により適切
に管理し、秘密の保護に万全を期していま
す。

令和８年
経済センサス‐活動調査

経済センサス‐活動調査とは？
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ア　支所等を有する企業など

イ　支所等を有さない比較的小規模な事業所、個人経営の事業所など

調査の方法
　調査書類のお届け方法は、事業所の形態により異なります。どの場合でも、インターネットで回答いただけ
ます。

　インターネット回答に必要な書類を５月頃に黄色の封筒で企業の本社へ郵送します。インターネットで回答
いただければ、そこで回答は完了となります。

　インターネット回答に必要な書類を４月に緑色の
封筒で郵送します。インターネットで回答いただけ
れば、そこで回答は完了となります。
　期限まで回答を確認できなかった事業所や、新た
に開設された事業所など書類の郵送ができなかった

事業所には、５月以降調査員がインターネット回答
に必要な書類と紙の調査票を青色の封筒で配布しま
す。インターネットで回答いただければ、回答は完
了となりますが、紙の調査票で回答いただく場合は、
調査員が回収に伺います。
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調査の結果からわかること

　　2021 年６月１日現在の企業等数は 368 万 4049 企
業で、産業大分類別にみると「卸売業，小売業」（全
産業の 20.1％）が最も多くなっています。2020 年

　産業大分類別に法人および個人経営の割合をみる
と、法人は「電気・ガス・熱供給・水道業」が

の売上（収入）金額は 1693 兆 3126 億円で、産業大
分類別にみると「卸売業，小売業」（同 28.4％）が
最も多くなっています。

97.9％と最も高く、個人経営は「生活関連サービス
業，娯楽業」が 79.8％と最も高くなっています。

33
企業等数、売上高ともに「卸売業，小売業」が最多

資料：経済センサス‐活動調査結果

※「農林漁業」は、個人経営の企業等が調査対象外のため非掲載　資料：経済センサス‐活動調査結果

法人の割合は「電気・ガス・熱供給・水道業」、
個人経営の割合は「生活関連サービス業，娯楽業」が最も高い

産業大分類別企業等数（2021年）及び売上高（2020年）の構成比

産業大分類、経営組織別企業等数の割合（2021年）
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令和８年
経済センサス‐活動調査

特 集

　都道府県別に事業所数をみると、東京都が63万事
業所と最も多く、次いで大阪府が38万事業所、愛知
県が30万事業所などとなっています。

　従業者数をみると、東京都が959万人と最も多く、
次いで大阪府が453万人、愛知県が382万人などとなっ
ています。

都道府県別では事業所数、従業者数ともに東京都が最多

資料：経済センサス‐活動調査結果

都道府県別事業所数及び従業者数（2021年）
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　産業大分類別に従業者数の男女別の割合をみると、
男性は「電気・ガス・熱供給・水道業」が 85.9%と最

も高く、女性は「医療，福祉」が 71.9% と最も高く
なっています。

従業者数の男女別の割合は、男性は「電気・ガス・熱供給・水道業」、
女性は「医療，福祉」が最も高い

資料：経済センサス‐活動調査結果

産業大分類、男女別従業者数の割合（2021年）
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特 集

結果の公表

結果の利用

経済センサス‐活動調査キャンペーンサイト
https://www.e-census2026.go.jp/

44
（１)速報集計

　令和９年５月末までに公表します。
（２)確報集計

　令和９年９月頃から順次公表します。

　調査結果については、以下を始め、幅広く利活用されます。

①　地方交付税の算出や地域活性化などの国や地方
　　公共団体の各種行政施策の基礎資料
②　民間企業における経営計画の策定などの基礎資
　　料

③　国民経済計算（SNA）の作成や白書等の基礎資料
④　国や地方公共団体が行政施策を立案するために
　　実施する事業所・企業を対象とした各種統計調
　　査の母集団情報

　結果の公表・提供は、e-Stat および統計局ホーム
ページ、報告書などによって行います。

55

令和８年経済センサス‐活動調査　キャンペーンサイトのご案内令和８年経済センサス‐活動調査　キャンペーンサイトのご案内

経済センサス‐活動調査では、キャンペーンサイトを開設しています。
調査のわかりやすい解説のほか、動画コンテンツや PR 漫画、都道府県別
の企画など、積極的に情報を発信していますので、ぜひご覧ください。

● 本調査を円滑かつ確実に実施するにあたり、その趣旨や　
　 必要性を広く周知するため、関係機関・団体のみなさま
　 です。
　 調査へのご協力をよろしくお願いします。

●「経済センサス‐活動調査」をよそおった不審な訪問者
　 や不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
　 調査員は必ず「調査員証」（または「業務委託証明書」）
　 を身に着けているほか、調査専用の「下敷き」および「手
　 提げ袋」を携帯しておりますのでご確認ください。また、
　 金品を請求したりすることは絶対にありません。

令和８年　経済センサス‐活動調査 キービジュアル

令和８年
経済センサス‐活動調査

令和８年
経済センサス‐活動調査
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良盆地の真ん中に位置する田原本町は、近鉄
橿原線・田原本線が通り、大阪や京都などの

都市部へ１時間前後でアクセスできる利便性の高い
まちです。一方で、少し足を延ばせば吉野の山々に
も出かけやすく、豊かな自然を身近に感じられる環
境が整っています。
　町内には、弥生時代の大環濠集落跡として知られ
る国史跡 唐古・鍵遺跡をはじめ、古墳や遺跡が数多
く残されています。また、神武天皇などをまつる「多

地方の地方の
かがやきかがやき

唐古・鍵遺跡は、学術的にも高く評価されて
いる弥生時代の大規模遺跡。その一部は弥生
時代を体感できる史跡公園として整備されて
いる。出土した土器の絵をもとに復元された
楼閣は、まちのシンボル。

田原本町では、いちごの生産が盛ん。なかで
も、奈良県のみで生産されるブランドいちご
「古

こ

都
と

華
か

」は、濃厚な甘みと鮮やかな色合い
が特徴。町内の道の駅では、朝採れの新鮮な
いちごを手軽に購入できる。

飛鳥川東岸には、古代の豪族・多氏ゆかりの
多神社（多

おお

坐
にます

弥
み

志
し

理
り

都
つ

比
ひ

古
こ

神
じん

社
じゃ

）がある。四
棟並ぶ本殿は江⼾時代中期に建てられた⼀間
社春⽇造で、県指定⽂化財。町内には神社・
仏閣が多く、歴史あるまち並みが残っている。

奈良県北西部に位置し、北側に天理市、大和郡山
市、南側に橿原市、大和高田市、桜井市がほぼ 10
㎞圏内。４つの河川に挟まれた平坦地で、古くか
らの穀倉地帯でもある。昭和31年に町制施行、令
和８年に70周年を迎える。

Tawaramoto-Town Profi le

奈

田原本町
奈良県

誰もがいきいきと暮らす
古代から続く歴史のまち

遺跡
のまち

いちご
のまち

神社・
仏閣
のまち

人口：31,121 人 （令和７年 12月 31 日現在）
面積：21.09 ㎢
URL：https://www.town.tawaramoto.nara.jp/

周囲の田園風景とともに、弥生時代を体感できる公園。桜の名所
としても知られ、春には「さくらまつり」が開かれる。

唐古・鍵遺跡史跡公園
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古墳時代後期（6世紀前半）に築かれた前方後円墳
で、奈良県指定史跡。かつて墳丘上に並べられて
いたとみられる埴輪や木製品が出土している。

神社」、毎年７月の祇園祭で知られる「津島神社」、
聖徳太子の家臣が創建したと伝わる「秦

じん

楽
らく

寺
じ

」など、
由緒ある寺社仏閣も点在し、地域の文化と信仰を支
えてきました。
　豊かな土壌にも恵まれ、米づくりやいちご栽培な
どの農業も盛んです。過度の都市化とは距離を置き
ながら、穏やかな暮らしを営む「ちょうどよいまち」
として、田原本町は静かな魅力を放っています。

黒田大塚古墳

「幸せを感じられる田原本」をめざして

大和川の旧河川敷を活用した公園。「なが
めの丘」の展望台からは、唐古・鍵遺跡の
楼閣や大和平野を囲む山々を一望できる。

古都華をふんだんに使い、田原本産の
大鉄砲大豆を使ったきなこクッキーを
添えた一品。道の駅の「からこカフェ」
で提供。販売時間：14時～ 17時。

重要文化財を中心に唐古・鍵遺跡から出
土した資料の一部を展示。2,000年前のム
ラの原風景を再現した模型も見どころ。

しきのみちはせがわ展望公園唐古・鍵考古学ミュージアム

昔から大和盆地で栽
培されていた伝統野
菜。ねっとりとした
食感とコクがあり、
煮物や蒸し料理、味
噌汁に合う。

道の駅 レスティ唐古・鍵

贅沢いちご
パフェ極

田原本駅近くにある「ふれあい、語らい、憩い」
をテーマにした公園。屋外ステージ前には噴
水があり、夏には水遊びも楽しめる。

歴史・観光情報を発信する総合玄関口。野菜や特
産品の販売に加え、地産地消のメニューが揃うカ
フェや、高級食パンを手がけるベーカリーも併設。

田原本町イベント広場

　田原本町では、行政・企業・住民などあらゆる主体
が責任を持ち、地域の未来をともに創る「共創自治」
をまちづくりの軸に据えています。その象徴的な取り
組みが、行政が施策や課題に関する情報を開示し、住

民と対話を重ねる「自分
ごと化会議」です。また、
スタートアップ誘致と官
民ファンドを組み合わせ
た「たわらもとReBORN
プロジェクト」を推進し、
産業の多様化と挑戦の場
づくりを進めています。
このような共創自治の実
践を重ねながら、一人ひ
とりが幸せを感じられる、
持続可能な地域社会の実
現をめざしています。

田原本町長　高
た か

江
え

 啓
ひ ろ

史
ふ み

味
あ じ

間
ま

いも
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青垣生涯学習セン
ターを複数年かけ
て整備。子どもか
ら高齢者まで気軽
に立ち寄れる「知
と交流の拠点」を
めざす。

町内３カ所の拠点
で「子育てひろば」
事業を実施。乳幼
児とその保護者が
気軽に訪れ、交流
や子育て相談がで
きる環境づくりを
進めている。

　まちの将来を見据え、スタートアップ企業の誘致を通
じて新産業や雇用の創出をめざすプロジェクトが始動し
ました。「民間事業者がリスクを負い、本気で成功をめ
ざす仕組みでなければ産業は育たない」という信念のも
と、町村規模では異例ともいえる官民連携ファンドを創
設。歴史的建造物である奈良中央信用金庫旧本店をイノ
ベーション拠点として整備し、「バイオものづくり」分
野を中心に、企業や人材の集積を進めています。

 奈良県で初めての試み

「たわらもとReBORN プロジェクト」始動！

1  町民とともにまちづくりを考える場を設置

「つながりと助け合い推進条例」を制定

子ども食堂や学習支援
など、子どもの居場所
づくりに取り組む団体
の立ち上げを支援。地
域に根ざした活動を後
押ししている。

和６年12 月、つながりと助け合いによるまち
づくりを推進する「田原本町つながりと助け

合い推進条例」が制定されました。住民一人ひとり
が地域課題を “自分ごと” として捉え、主体的な関
わりと助け合いを促すことを目的としています。こ
の条例を基盤に、行政と住民がともに考える場であ

令 る「自分ごと化会議（住民協議会）」の開催や、青
垣生涯学習センターの再整備による居場所の創出、
こどもの居場所づくりに取り組む団体の立ち上げ支
援などを展開。行政と町民が共働しながらともに未
来を創る土台として、今後はさらに町民の参画が期
待されています。

関係団体と連携協定を締結し、令和7年 1月に始動。

 田原本町
の取組



いき いき！
いき いき！

きら
 きら！
きら
 きら！

田原本町の
　    くらし
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例に先駆けて開催されたのが、
無作為抽出された住民が地域の

課題を話し合う「自分ごと化会議（住民
協議会）」です。これは、外部のコーディ
ネーターの進行のもとで住民同士が議
論を重ね、報告書として町政に反映さ
せる試みです。令和 5 年４月から 6 月
には、「公共施設のあり方」をテーマ
に初の会議を開催し、施設の廃止・統
合を含む再編について報告書をまとめ
ました。さらに令和７年12月から令和
８年４月にかけて、「第 5 次総合計画」

をテーマに第二弾を実施。中学生から
80代まで約50名が参加し、今後10年間
のまちづくりについて意見を交わしま
した。こうしたプロセスを通じて、住
民の多様な声を掘り起こすとともに、
地域への愛着や当事者意識の熟成につ
なげています。

地方のかがやき

条

若林美希さん

だがし屋たわらぶ堂　森戸佳世さん

無
作
為
抽
出
の「
住
民
協
議
会
」で

ま
ち
づ
く
り
を

〝
自
分
ご
と
化
〟

　ほどよく自然が残る田原
本町はとても住み心地の良
いまちです。教育環境も良
く、先生方が一人ひとりに
丁寧に関わってくれて安心
です。大小さまざまな公園
に加え、大きなお風呂を備
えた「田原本町ふれあいセ
ンター」も無料で利用でき、
子どもの遊び場にも困りま
せん。町民には明るい方が
多く、助け合いながら暮ら
せる環境が整っています。

　３人の子どもを育てながら、友人と駄菓子屋
を運営しています。10円あれば誰でも立ち寄れ
る、敷居の低さが魅力です。地域のつながりが
薄れつつある今、親子が気軽に集える居場所を
作りたいと考えました。今後は高齢者も含め、
多世代が自然に交流できる場へと広げたいです。

2 令和７年12月から令和８年４月にかけ
て実施している会議。現役世代や中高
生が参加しやすいよう、週末の午前中
に計 4回実施。

初回はグループごとに行政担当者によ
る現状説明、参加者自己紹介の後、課
題を共有。全４回の会議の後、報告書
を提出する。

町内には公園が多く、週末には家
族４人で公園めぐりを楽しんでい
る（写真は唐古・鍵遺跡史跡公園）。

社会福祉協議会と連携。
勉強すると駄菓子と交
換できるチケットがも
らえる勉強会を開催。

 田原本町
の取組

自然も便利さも
ちょうどよく揃う
暮らしやすいまち

近所の大人みんなで
子どもを育てる

あたたかな空気を
残したい！
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公害苦情の受付状況

令和６年度の公害苦情
受付件数は 66,931 件
で、前年度に比べ 2,222
件の減少（対前年度比
▲ 3.2%）となってい
ます。〈図１〉

典型７公害の公害苦情
受付件数は 47,622 件
で、公害の種類別にみ
ると「騒音」が 18,811
件（39.5％）、「大気汚染」
が 12,630件（26.5％）、
「悪臭」が9,156件（19.2
％）となっており、こ
の上位３つの公害で全
体の８割以上を占めて
います。〈図２〉
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　お近くの市町村などに設置されている公害苦情相談窓口
では、騒音や悪臭などの公害でお困りの方のご相談を受け
付け、簡単な手続きによる解決を図っています。
　公害等調整委員会事務局では、公害苦情相談窓口が受け

付けた公害苦情の受付・処理状況などについて、毎年度、
調査を行っています。
　「令和６年度公害苦情調査結果」の概要は、以下のとお
りです。

公害苦情の受付件数は
4年連続で減少

～令和6年度公害苦情調査結果概要～

(1) 大気汚染、(2) 水質汚濁、(3) 土壌汚染、(4) 騒音、(5) 振動、(6) 地盤沈下、⑺悪臭を指します。
典型７公害とは…

図１　全国の公害苦情受付件数の推移

図２　典型 7 公害の種類別 公害苦情受付件数の推移
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工事・建設作業

焼却（野焼き）

自然系(自然現象･野生動物等)

投棄された廃棄物

産業用機械作動

家庭生活（その他）

流出・漏洩

飲食店営業

移動発生源(自動車運行)

産業排水

焼却（施設）

カラオケ

家庭生活（機器）

家庭生活（ペット）

移動発生源(航空機運航)

移動発生源(鉄道運行)

その他

不明

(件)0 2,000 6,000 8,000 12,000 14,0004,000 10,000
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3か月超～ 6か月以内
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27,343 件、63.7％
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5,851 件、13.6％

6か月超～1年以内

典型７公害の
直接処理件数
42,899件

1年超
2,292 件、5.3％ 1,175 件、2.7％

2,665 件、6.2％

1週間以内

1か月超～3か月以内

3か月超～ 6か月以内

1週間超～1か月以内
29,289 件、65.6％

3,626 件、8.1％

5,853 件、13.1％

6か月超～1年以内

典型７公害の
直接処理件数
44,653件

1年超
2,107 件、4.7％ 1,240 件、2.8％

2,538 件、5.7％
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公害苦情受付件数を
主な発生原因別にみ
ると、最も多いのは
「工事・建設作業」で
13,134 件（19.6％）、
次いで「焼却（野焼
き）」が 9,567件（14.3
％）となっています。
〈図３〉

典型７公害の直接処理件数を苦情
申立てから処理までの期間別にみ
ると、「１週間以内」が 27,343 件
（63.7％）と、1週間以内に直接処
理件数の３分の２弱が処理されて
います。〈図４〉

詳しくは
こちらから

公害苦情相談
https://www.soumu.go.jp/
kouchoi/knowledge/how/
Pollution-complaint.html

公害苦情調査
https://www.soumu.go.jp/
kouchoi/knowledge/report/
main.html

図３　主な発生原因別 公害苦情受付件数

図４　苦情申立てから処理までの期間別 典型７公害の直接処理件数

苦情が解消したと認められる状況に至るまで公害苦情
相談窓口が措置を講じたことをいいます。

直接処理とは…

公害でお困りの際は、まずはお近くの
公害苦情相談窓口にご相談ください。
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　令和６年中の火災による総死者数は1,451人で、このうち、
住宅火災による死者数は1,030人と全体の約７割を占めて
います。
　これらの火災による犠牲者を減らすためには、日頃から
一人ひとりが生活の中で防火意識を高めることが大切です。

　
　地震火災を防ぐためには、以下の対策が重要です。
消防庁では対策をまとめた動画を作成していますので、ぜひご
覧ください。
①感震ブレーカー、家具等の倒防止、耐震自動消火装置等を備
　えた火気器具の普及等を推進するなどの出火防止対策
②住宅用火災警報器、住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具
　などの設置といった火災の早期覚知・初期消火対策
③地域の防災訓練や自主防災組織への参加など、地域ぐるみの
　防火対策

　
　消防庁では、「住宅防火いのちを守る10のポイント～４つの習慣・６つの対策～」をはじめ、
火災予防啓発用の動画やチラシを作成し、ホームページに掲載しています。住宅火災からいの
ちを守るための対策の確認にお役立てください。

02
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３月１日（日）から３月７日（土）まで
春季全国火災予防運動を実施します！
この機会に防火への意識を高めましょう

消防庁ホームページ「住宅防火　いのちを守る
　10のポイント～ 4 つの習慣・6 つの対策～」　
https://www.fdma.go.jp/relocation/
html/life/yobou_contents/materials/

推 進 項 目重 点 推 進 項目

住宅防火対策
の推進

製品火災の
発生防止に向けた

取組の推進

乾燥時および強風時の
火災に対する警戒の強化

多数の者が集合する
催しに対する火災

予防指導などの徹底

放火火災防止対
策の推進

防火対象物等における
防火安全対策の徹底

地震火災対策
の推進

林野火災予防
対策の推進

令和６年は千人を超える方が住宅火災の犠牲に

地震火災対策の推進について

住宅防火対策の推進について

お問い合わせ先

春季火災予防
運動ポスター

　消防庁では、本年３月１日（日）から７日（土）までの
７日間、春季全国火災予防運動を実施します。今回の火災
予防運動では、感震ブレーカーの普及推進をはじめとする

「住宅防火対策の推進」、「地震火災対策の推進」、「林野火
災予防対策の推進」を重点推進項目として実施要綱に定め
ています。
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● 広報誌 ｢ 総務省 ｣についてのご意見・ご要望は、電子メールでお寄せください　　　　　　　　　  MAIL▶ kohoshi@soumu.go.jp

の ヒ ン ト 総務省　地域DX 検索

　３月号をお読みいただきありが
とうございます。
　今回、地方のかがやきでご紹介
したのは奈良県田原本町です。国
史跡である唐古・鍵遺跡は弥生時
代の大環濠集落跡で、出土した土
器 な ど は 町 内 に あ る 唐 古・ 鍵
ミュージアムで見ることができま

す。
　田原本町では、無作為抽出され
た住民から希望を募り住民協議会
を開催しています。４回の会議を
通じてまちづくりを「自分ごと」
として考え、議論した上でまとめ
た報告書を町長に提出します。令
和５年には、公共施設の再編につ

いて住民協議会を開催し、その報
告書は公共施設の存続・機能拡充
など行政の判断材料として活かさ
れています。
　末尾になりましたが、今回ご協
力いただきました皆さまには心よ
り感謝申し上げます。

（広報室　C.H）

編 集 後 記

　地域 DX のヒント第 23 回は、
自治体におけるフロントヤード改
革の取組について宮崎県延岡市の
事例をご紹介します。
　延岡市では、令和７年度より「自
治体フロントヤード改革モデルプ
ロジェクト」に取り組んでおり、
市民の利便性向上と窓口業務の効
率化を目指した改革を進めていま
す。
　この取組では、児童手当の認定
請求や保育所入所申請など、出産・
子育て分野の 12 手続を対象とし
ています。従来の窓口での紙によ
る申請に加え、市公式アプリであ
る「のべおかポータル」を通じた
オンライン申請や、庁舎内でタブ
レットを活用した「書かない窓口」
を導入しました。
　特に保育所入所申請については、
原則オンライン申請としたことで、
申請全体の８割を超える方にオン

ライン申請をご利用いただいてお
り、大きな成果を生んでいます。
保育所の入所受付業務においては
本取組を通じて、例年３月に通知
していた入所決定通知が１月末に
市民に通知できるようになりまし
た。
　なお、オンライン申請では、マ
イナンバーカードの情報を活用す
ることで入力項目を減らし、申請
にかかる手間と時間を軽減してい
ます。また、審査結果の通知も電
子化することで、申請から通知ま

でを一貫してデジタルで完結でき
る仕組みを構築しました。
　職員側においても、申請データ
の一元管理や電子審査システムの
導入により、業務の効率化と事務
処理ミスの防止を実現しています。
これにより、職員はより質の高い
相談業務や企画立案などに注力で
きる環境が整いつつあります。
　延岡市では、市民の皆さまの声
を反映しながら、窓口サービスの
さらなる向上に継続して取り組ん
でいます。

【延岡市】事業紹介動画
https://www.youtube.com/
watch?v=_lLzKS3UY4A

「らくらく窓口」で一気通貫の行政手続き



4月～5月にかけて
調査票をお届けします。 回答はインターネットがおすすめです。

経済の
国勢調査

全国すべての事業所・企業が対象です。
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